
連携充実加算開始します！
〜がん化学療法の情報共有と、
ポケット版がん症状緩和マニュアル（第８版）の活⽤〜

２０２２年９⽉２８⽇（⽔）１８：３０〜
愛媛県⽴中央病院 薬剤部 薬品情報係⻑ ⽟井宏⼀

連携充実加算
開始します！



本研修会の⽬的
【連携充実加算】

施設基準：当該保険医療機関において地域の薬局薬剤師等を対象とした
研修会等を年１回以上実施すること。

病院側

薬局側

施設基準・算定要件を満たして、
がん治療における薬薬連携の強化を図る

【特定薬剤管理指導加算２】
施設基準：保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る

研修会に年１回以上参加していること。

令和２年度（２０２０年度）の診療報酬改定



本⽇の内容

⽀持療法・副作⽤対策に関して、ポケットマニュアルを⾒るタイミングを解説します！

●ポケット版がん症状緩和マニュアル
（第８版）の活⽤について

●連携充実加算算定に向けての当院の準備

・掲載内容のご紹介など

①当院の準備＜病院側の要点＞
②施設基準・算定要件
③算定要件：化学療法についての情報提供書
④院外薬局との「連携」部分について



①連携充実加算算定に向けての当院の準備＜病院側の要点＞

【薬剤師が実施すること】
①外来化学療法室にて点滴中に患者⾯談

②副作⽤をグレード評価・薬学的管理事項を指導

③化学療法についての情報提供書について説明・交付

化学療法についての情報提供書
【開始予定・対象診療科・対象患者】

●開始予定：２０２２／１０／３（⽉）〜開始
●対象診療科・対象患者：まずは呼吸器内科の患者で、
薬剤師が⼊院中に薬剤指導した患者（患者限定）

➡院外薬局に提⽰するよう指導

➡化学療法についての情報提供書を作成

➡副作⽤の症状など聞き取り

※対象患者については、担当医と事前相談する（呼内合意ずみ）

※院外処⽅の追加薬あれば、患者指導後、情報提供書に追記



②施設基準・算定要件
【対象患者】
外来腫瘍化学療法診療料１の算定患者

【施設基準】
（３）地域の保険医療機関及び保険薬局との連携体制として、

以下に掲げる体制が整備されていること。

ア当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメンを
当該保険医療機関のホームページ等で閲覧できるよう
にしておくこと。

イ当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員
及び地域の薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修
会等を年１回以上実施すること。

ウ他の保険医療機関及び保険薬局からのレジメンに関す
る照会や、患者の状況に関する相談及び情報提供等に
応じる体制を整備すること。また、当該体制について
ホームページや研修会等で周知すること。

（４）栄養指導の体制として、外来化学療法を実施してい
る医療機関に５年以上勤務し、栄養管理（悪性腫瘍患者
に対するものを含む。）に係る３年以上の経験を有する
専任の常勤管理栄養⼠が勤務していること。

「外来」「点滴」「抗がん剤」

【算定要件】➡算定要件の詳細は後のスライドで解説
（１）医師または薬剤師が、副作⽤の発現状況、治
療計画等を⽂書により提供した上で、当該患者の状態
を踏まえて必要な指導を⾏った場合に、連携充実加算とし
て、⽉１回に限り150 点を所定点数に加算する。
（２）その他以下の要件を満たすこと。
ꞏ 治療の状況等を共有することを⽬的に、提供した治療の⽬
的及び治療の進捗に関する⽂書を他の保険医療機関⼜は保
険薬局に提⽰するよう患者に指導を⾏うこと。

ꞏ 他の保険医療機関⼜は保険薬局から服薬状況、抗悪性腫
瘍剤の副作⽤等に関する情報が報告された場合には、必
要な分析・評価等を⾏うこと。



Ｄｒヘリの動画画⾯を
下にスクロール
してください！

当院のホームページ
（トップ画⾯）



「センター・部⾨のご案内」
をクリック



「診療⽀援部⾨」
をクリック



「薬剤部」
をクリック



薬・薬連携をクリック



薬・薬連携

【施設基準】ア化学療法のレジメンが
薬剤部ホームページで閲覧できます



呼内レジメン 消外レジメン 消内レジメン

９診療科のレジメン公開
・・・・など

公開レジメン



【施設基準】イ外来化学療法に関わる職員及び地域の薬局
に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を
年１回以上実施する

【過去研修会】



【施設基準】ウ他の保険医療機関及び保険薬局からのレジメンに関す
る照会や、患者の状況に関する相談及び情報提供等に応じる体制を整備す
ること。また、当該体制についてホームページや研修会等で周知すること。

レジメンに関する
相談・情報提供等に応じる体制



【算定要件】化学療法の治療内容を⽂書で提供

（ア）化学療法の経験を有する専任の医師⼜は化学療法に係る調剤の経験を有する専任の薬剤師が必要
に応じてその他の職種と共同して、患者に注射⼜は投薬されている抗悪性腫瘍剤等の副作⽤の発現状況
を評価するとともに、副作⽤の発現状況を記載した治療計画等の治療の進捗に
関する⽂書を患者に交付すること。
また、当該⽂書に次に掲げる事項が記載されていること。

（イ）患者に実施しているレジメン
（ロ）当該レジメンの実施状況
（ハ）患者に投与した抗悪性腫瘍剤等の投与量
（ニ）主な副作⽤の発現状況（「有害事象共通⽤語規準 v5.0 ⽇本語訳JCOG 版」に基づく、

副作⽤の重篤度のスケール（Grade）及び関連する⾎液・⽣化学的検査の結果等）
（ホ）その他医学・薬学的管理上必要な事項

連携充実加算については、外来腫瘍化学療法診療料１を届け出た保険医療機関において、⼊院中の患者以外の悪性
腫瘍の患者に対して、外来腫瘍化学療法診療料１（抗悪性腫瘍剤を注射した場合）を算定する⽇に、
次に掲げる全ての業務を実施した場合に⽉１回に限り算定する。



③化学療法についての情報提供書

〜殺細胞性の抗がん薬の場合〜
（イ）患者に実施しているレジメン
（ロ）当該レジメンの実施状況
（ハ）患者に投与した抗悪性腫瘍剤等の投与量

（ニ）主な副作⽤の発現状況（「有害事象共通⽤
語規準 v5.0 ⽇本語訳JCOG 版」に基づく副作⽤の
重篤度のスケール（Grade）及び関連する⾎液・
⽣化学的検査の結果等）

（ホ）その他医学・薬学的管理上必要な事項

薬剤師が患者指導後に情報提供します



殺細胞性抗がん薬
＋免疫チェックポイント阻害薬

（単剤・併⽤）の場合に記載する様式

（ニ）主な副作⽤の発現状況（「有害事象共通⽤
語規準 v5.0 ⽇本語訳JCOG 版」に基づく副作⽤の
重篤度のスケール（Grade）及び関連する⾎液・
⽣化学的検査の結果等）

（ホ）その他医学・薬学的管理上必要な事項

irAE

irAEを確認する「副作⽤確認シート」
と同じ内容を記載

薬剤師が患者指導後に情報提供します
③化学療法についての情報提供書
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保険薬局のみなさまへ
連携充実加算算定開始のお知らせ

【⼆次元コードの説明】
病院ホームページ「薬薬連携」にリンクしており、
トレーシングレポートの様式がダウンロード可能です
必要な情報へのアクセスを簡便に！

算定を実施した患者様（またはご家族）には、「化学療法につい
ての情報提供書」と、実施しているレジメン情報等をセット化し
て、薬薬連携：情報提供書在中と記載した専⽤の封筒に書類を⼊
れ交付します。交付する際には、院外処⽅せんと⼀緒に保険薬局
へ提出するよう説明しております。

特定薬剤管理指導加算２の算定の有無に関わらず、患者様（また
はご家族）から、薬薬連携：情報提供書在中と記載した専⽤の封
筒の提出があり、調剤後に電話等で服薬状況や副作⽤の有無をご
確認いただいた場合には、トレーシングレポート（服薬情報提供
書）を⽤いた当院への報告にご協⼒をお願いいたします。



患者(家族)にお渡しする⽂書（３点）
化学療法についての情報提供書 レジメンの詳細

保険薬局のみなさまへ
連携充実加算算定開始のお知らせ
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【⼆次元コードの説明】
トレーシングレポートの様式がダウンロード可能
必要な情報へのアクセスを簡便に！



トレーシングレポートの様式
（服薬情報提供書）
をホームページに掲載
➡ダウンロード可能



トレーシングレポートの様式
【殺細胞性の抗がん薬の場合】

記 載 例 院外薬局➡病院への情報のフィードバック



トレーシングレポートの様式
【免疫チェックポイント阻害薬の場合】

記 載 例 院外薬局➡病院への情報のフィードバック



テンプレート カルテ記事

トレーシングレポート
（服薬情報提供書）

院内でのトレーシングレポートの運⽤

テンプレート
⼊⼒

FAX返信

FAX送付

薬剤部で内容確認
担当医師に連絡
回答記載後
FAX返信

病 院院外薬局

トレーシングレポートの
やりとりは

電⼦カルテ記事となります！


